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別添 

職業訓練運用要領 

 

第１ 普通課程の普通職業訓練の運用方針 

１ 普通課程の普通職業訓練の概括的な訓練基準 

 普通課程の普通職業訓練の概括的な訓練基準は、次のとおりとする。 

(１) 訓練の対象者 

   中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校

卒業者等」という。)又は高等学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認

められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であること。 

   「中学校卒業者」及び「高等学校卒業者」は、新規に中学校又は高等学校を卒業した

者に限る趣旨ではなく、既卒者を含むものである。また、中学校卒業者と同等以上の学

力を有すると認められる者には、外国において中学校の課程に相当する課程を修了し

た者等が含まれ、高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者には、中学

校卒業者等を対象とする普通課程を修了した者、外国において高等学校の課程に相当

する課程を修了した者、昭和 23年文部省告示第 47号第 21号の規定による専修学校の

高等課程の修業年限 3 年以上の課程を修了した者、大学入学資格検定規程(昭和 26 年

文部省令第 13 号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、高等学

校卒業者と同等以上の技能習得能力を有すると認められる者等が含まれるものである

こと。 

   なお、年少者労働基準規則(昭和 29 年労働省令第 13 号)等の法令により、一定の者

に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練に関し当該就業制限

の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練科の対象

者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、自動車整備士等の公的資格制度

のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて

定めるものとすること。 

(２) 教科 

イ その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必

要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるもの

であること。 

ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれ

に関する知識の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地

としての技能及びこれに関する知識の水準に到達させるものであること。 

ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。 

ニ 学科の科目について、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等の普通

学科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(職業能力開発促進法施行規則(以

下「規則」という。)別表第 2(以下単に「別表第 2」という。)に定めるところによる

訓練を行う場合にあっては、系基礎学科及び専攻学科。以下(2)において同じ。)と区

分して行うこと。 

ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定するこ
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ととするが、訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動及びコミュニケーショ

ン能力（意思疎通、協調性及び自己表現能力から構成される能力）等職業人としての

素養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努めること。また、生活指導、

ホームルーム活動、体育祭等は、普通学科として取り扱って差し支えない。 

  また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科と

して行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具

体的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、

キャリア・コンサルティング時間が予め定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓

練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。 

  普通学科の訓練時間は専門学科の訓練時間より少ない時間数とすること。 

  なお、中学校卒業者等を対象とする場合の普通学科の訓練時間は、200時間以上と

し、かつ、専門学科の訓練時間より少ない時間数とすること。 

  また、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。 

へ 専門学科は、実技の習得に必要な知識を付与するものであって、原則として安全衛

生の科目を含むものであること。 

  専門学科の科目の内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に

応じて決定すべきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離し

て行われることのないよう留意すること。 

  また、専門学科の訓練時間は、中学校卒業者等を対象とする場合にあっては、おお

むね 300時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては、おおむね 240時

間以上とすること。 

ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、また、実技の訓練時

間は教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)の 30

パーセントに相当する時間以上とすること。 

  なお、実技の科目の実施に当たっては、インターンシップ(訓練生が訓練期間中に

自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。以下同じ。)の活用を

含め、実際の現場での実習を設定するよう努めること。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。 

実技の科目については、同時双方向オンライン（テレビ会議システム等を使用し、職

業訓練指導員と訓練生が映像・音声によりお互いにやりとりを行う等の同時かつ双方

向に行われるものとし、職業訓練施設において、通所の訓練に相当する訓練効果を有す

ると認めた方法。以下において同じ。）によって行うことができること。 

   通信制訓練（通信の方法により教材等を配付し、添削指導及び面接指導を行うもの。

以下同じ。）の場合には、３に定めるところにより、添削指導及び面接指導を行うこと。 

   また、通信の方法により行う通信制訓練以外の訓練の場合には、同時双方向オンラ

インによるものであること。この場合、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指

導、面接指導等による時間を含む。）を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   中学校卒業者等を対象とする場合にあっては 2 年、高等学校卒業者等を対象とする
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場合にあっては 1 年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知

識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象と

するときにあっては 2 年以上 4 年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあって

は 1 年以上 3 年(別表第 2 に定める保健医療系臨床検査科にあっては 4 年)以下の期間

内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。 

   ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等に

よりこれにより難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容に

ついて、広い範囲若しくは高い習熟の程度を必要とする場合その他これらに準ずる場

合又は訓練の実施体制について、夜間の特別な時間若しくは期間において訓練を行う

場合(以下「夜間訓練等の場合」という。)をいうものであること。 

(５) 訓練時間 

   1年につきおおむね 1,400時間であり、かつ、総訓練時間が中学校卒業者等を対象と

する場合にあっては 2,800 時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては

1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、

1年につきおおむね 700時間まで短縮することができること。 

   ここで、「訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、夜間訓練等の場合を

いうものであり、これにより 1 年当たりの訓練時間を短縮したときは、当該訓練時間

の短縮に応じて訓練期間を延長することにより、これらの最低限の総訓練時間数を満

たす必要があること。 

   なお、これらの場合の訓練時間の算出方法は、50 分間(休憩時間を除く。)を 1 時間

として算定して差し支えないこと。 

(６) 設備 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであ

ること。 

(７) 訓練生の数 

   訓練を行う 1単位につき 50人以下であること。 

(８) 職業訓練指導員 

   職業訓練指導員の数は、訓練科ごとに訓練を行う 1 単位の訓練生につき 3 人(30 人

を超える訓練生を 1 単位とする場合には、4 人)を標準とし、訓練生の数、訓練の実施

に伴う危険の程度又は指導の難易に応じて増減した数とすること。 

(９) 試験 

   学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間 1 年以内ごとに 1 回行うこと。ただし、

最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができるものとする。 

   なお、学科試験において、普通学科の科目については省略することができるものと

する。 

(10) その他 

   訓練科名は、別表第 2 に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内

容を適切に表した訓練科の名称を定めること。 

   したがって、当該訓練科の名称は、別表第 2 の訓練科の欄に定める訓練科の名称と

は異なるものとすること。 
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２ 別表第 2に定める訓練科に係る訓練の訓練基準 

 別表第 2に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定める

ところにより行われるものを標準とすること。 

 具体的には、1に定めるもののほか、次によること。 

 なお、別表第 2 は、訓練の対象者が、高等学校卒業者等を原則として定めているので

留意すること。 

(１) 高等学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準 

   高等学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準は、次のとおりとする。 

イ 教科 

(イ) 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低

限必要とする科目は、別表第 2の教科の欄に定める科目とすること。 

(ロ) (イ)に定める科目のほか、必要に応じ各訓練施設におけるニーズ等を考慮しつ

つ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができること。 

   なお、普通学科は、この科目として追加して行って差し支えないが、普通学科の

訓練時間は系基礎学科及び専攻学科の訓練時間を合計した時間よりも少ない時間

とすること。 

(ハ) 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、

別に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科

の科目を定めること。 

ロ 訓練期間 

  訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第 2 の訓練期間及び訓練時間の欄に定め

るとおりとすること。 

ハ 訓練時間 

(イ) 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの最低限の総時間並びに系基礎学科、系基

礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目ごとに行うべき最低限の訓練時間は、別表第

2の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

(ロ) 通信制訓練の面接指導のための最低限の訓練時間は、別表第 2 の訓練期間及び

訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間のそれぞれ 20パーセン

トに相当する時間とすること。加えて、別表第 2 の訓練期間及び訓練時間の欄に

定める系基礎実技及び専攻実技の訓練時間については、集合訓練、個別指導、面接

指導等のための最低限の訓練時間を、それぞれ 20パーセントに相当する時間とす

ること。 

ニ 設備 

  訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第 2 の設備の欄に定めるとおりとす

ること。 

  公共職業能力開発施設の設備は、別途定められる訓練科ごとの設備の細目を標準

として、地域業界のニーズ等に応じたものを整備すること。 

(２) 中学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準 

   中学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準は、次のとおりとする。 
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イ 教科 

(イ) 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低

限必要とする科目は、別表第 2の教科の欄に定める科目とすること。 

(ロ) (イ)に定める科目のほか、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等

の普通学科の科目のうち必要なものを追加して行うこと。 

   普通学科の訓練時間は 200 時間以上とし、系基礎学科及び専攻学科の訓練時間

を合計した時間よりも少ない時間とすること。 

(ハ) (イ)及び(ロ)に定める科目のほか、必要に応じ、各訓練施設におけるニーズ等

を考慮しつつ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができること。 

(ニ) 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、

別に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科

の科目を定めること。 

ロ 訓練期間 

  訓練科ごとの最低限の訓練期間については、それぞれ別表第 2 の訓練期間及び訓

練時間の欄に定める訓練期間に 1年を加えて得た期間とすること。 

ハ 訓練時間 

(イ) 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの最低限の総時間は、別表第 2 の訓練期間

及び訓練時間の欄に定める総時間に 1,400 時間を加えて得た時間とし、系基礎学

科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目ごとに行うべき最低限の訓練時間

は、別表第 2の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

(ロ) 通信制訓練の面接指導のための最低限の訓練時間は、別表第 2 の訓練期間及び

訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間並びにイ(ロ)に定める

普通学科の訓練時間のそれぞれ 20パーセントに相当する時間とすること。加えて、

別表第 2 の訓練期間及び訓練時間の欄に定める系基礎実技及び専攻実技の訓練時

間については、集合訓練、個別指導、面接指導等のための最低限の訓練時間を、そ

れぞれ 20パーセントに相当する時間とすること。 

ニ 設備 

  訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第 2 の設備の欄に定めるとおりとす

ること。 

  公共職業能力開発施設の設備は、別途定められる訓練科ごとの設備の細目を標準

として、地域業界のニーズ等に応じたものを整備すること。 

(参考) 

 (1)及び(2)について、訓練期間、訓練時間及び訓練の実施体制等によって当該訓練期

間を延長する場合の最長の訓練期間をまとめると次のとおりであること。 

別表第 2に定める訓

練期間及び訓練時

間 

高等学校卒業者等

を対象とする場合

の延長後の最長の

訓練期間及び訓練

時間(夜間訓練等の

場合) 

中学校卒業者等を

対象とする場合の

訓練期間及び訓練

時間 

中学校卒業者等を

対象とする場合の

延長後の最長の訓

練期間及び訓練時

間(夜間訓練等の場

合) 



- 6 - 

1年 

1,400時間 

2年 

1,400時間 

2年 

2,800時間 

4年 

2,800時間 

2年 

2,800時間 

3年 

2,800時間 

3年 

4,200時間 

4年 

4,200時間 

 

３ 通信制訓練における添削指導及び面接指導 

 通信制訓練における添削指導及び面接指導は、次により行うこと。 

(１) 添削指導 

   添削指導は、質疑応答の回答を除き、3回以上行うこと。 

イ 設問解答 

  添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科目

ごとに、2問以上とすること。 

  当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものとし、

当該解答の提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促する

こと。 

ロ 添削指導 

  提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。 

ハ 質疑応答 

  教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるとともに、

提出のあった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。 

(２) 面接指導 

   面接指導は、訓練期間 1 年につき 1 回以上行うこと。また、所定の添削指導を終了

したときは、面接指導を行うこと。 

   面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点等に

ついて指導すること。 

   所定の添削指導の終了前及び終了後に行うべき面接指導の標準の訓練時間は、次の

表のとおりとすること。なお、同表中の通常訓練時間とは、通信の方法以外の方法によ

り行った科目の訓練時間を合計した時間をいうこと。 

 
訓練の 

対象者 
面接指導の訓練時間 

別表第 2

に定める

ところに

より行う

訓練以外

の訓練 

普通学科を行う場合で

あって、当該教科のすべ

ての科目を通信の方法

により行う場合 

中学校卒

業者等 

40時間以上 

普通学科を行う場合で

あって、当該教科の一部

の科目を通信の方法に

より行う場合 

中学校卒

業者等 

200 時間から普通学科に係る通常

訓練時間を差し引いた残りの時間

の 20 パーセントに相当する時間

(当該時間が 3 時間より少ない場

合は、3時間)以上 

専門学科のすべての科 中学校卒 60時間以上 
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目を通信の方法により

行う場合 

業者等 

高等学校

卒業者等 

50時間以上 

専門学科の一部の科目

を通信の方法により行

う場合 

中学校卒

業者等 

300 時間から専門学科に係る通常

訓練時間を差し引いた残りの時間

の 20 パーセントに相当する時間

(当該時間が 3 時間より少ない場

合は、3時間)以上 

高等学校

卒業者等 

240 時間から専門学科に係る通常

訓練時間を差し引いた残りの時間

の 20 パーセントに相当する時間

(当該時間が 3 時間より少ない場

合は、3時間)以上 

別表第 2

に定めに

より行う

場合 

普通学科のすべての科

目の通信方法により行

う方法 

中学校卒

業者等 

40時間以上 

普通学科の一部の科目

を通信の方法により行

う場合 

中学校卒

業者等 

200 時間から普通学科に係る通常

訓練時間を差し引いた残りの時間

の 20 パーセントに相当する時間

(当該時間が 3 時間より少ない場

合は、3時間)以上 

系基礎学科及び専攻学

科のすべての科目を通

信の方法により行う場

合 

中学校卒

業者等及

び高等学

校卒業者

等 

別表第 2 の訓練期間及び訓練時間

の欄に定める系基礎学科及び専攻

学科の訓練時間のそれぞれの 20

パーセントに相当する時間以上 

系基礎学科及び専攻学

科の一部の科目を通信

の方法により行う場合 

中学校卒

業者等及

び高等学

校卒業者

等 

別表第 2 の訓練期間及び訓練時間

の欄に定める系基礎学科の訓練時

間から系基礎学科に係る通常訓練

時間を差し引いた残りの時間及び

専攻学科の訓練時間から専攻学科

に係る通常訓練時間を差し引いた

残りの時間のそれぞれの 20 パー

セントに相当する時間(当該時間

が 3 時間より少ない場合は、3 時

間)以上 

 

４ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 短期課程の普通職業訓練を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 短期課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識
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を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業

訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目

を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、短期課

程の普通職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得

していると認められる者をいう。 

ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、短期課程の普通

職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複し

ていると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複して

いるか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把

握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 普通課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 普通課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及

びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、

その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施す

る職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することが

できること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課

程の普通職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得

していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の普通課

程の普通職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目

と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、

重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の

内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校又は専修

学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該

専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を修めた者に対して、

職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に

相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに

訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 
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  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、

単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者

の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する

知識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面

接の実施等により判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(５) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 

イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限

ること。 

ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断

すること。 

 

５ 技能照査 

 別に定めるところにより、技能照査を実施すること。 

 

６ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 試験の結果その他の評価により訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程

度が修了に値すると認められる場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場

合にも、訓練を修了させて差し支えないこと。 
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ロ 訓練生が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場

合については、当該訓練生の受けた訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮

した場合においては、その短縮した訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらか

じめ定めた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 80 パーセントに相当する時間(通信

制訓練の場合にあっては、所定の添削指導を終了し、かつ、面接指導時間を含む訓練

時間の 80パーセントに相当する時間。)以上で、かつ、試験の結果、当該訓練生の保

有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる場合、訓練を

修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず、

修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)を

交付するよう努めること。 

 

第２ 短期課程の普通職業訓練の運用方針 

１ 短期課程の普通職業訓練の概括的な訓練基準 

 短期課程の普通職業訓練は、管理監督者コースの訓練(規則別表第 3(以下単に「別表第

3」という。)に定めるところにより行う訓練をいう。以下同じ。)、技能士コースの訓練

(規則別表第 5(以下単に「別表第 5」という。)に定めるところにより行う訓練をいう。

以下同じ。)等を含むものであるが、これらを含む概括的な訓練基準は、次のとおりとす

る。 

(１) 訓練の対象者 

   職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする

者であること。 

   この訓練課程においては、柔軟で多様な訓練を行うことができるものとし、在職労

働者、高齢者、パートタイム労働を希望する者、離転職者、技能検定の受検を目的とす

る者、1年の訓練期間で訓練を希望する中学校卒業者等の様々な者が対象となりうるも

のであり、訓練の対象となる者にも十分配慮した多様な訓練科の設定が図られるよう

留意すること。 

   なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場

合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)にあっては、当

該業務に関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定め、また、公

的資格制度に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて

定めるものとすること。 

(２) 教科 

   その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得さ

せるために適切と認められるものであること。 
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   また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科と

して行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具体

的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、キャ

リア・コンサルティング時間が予め定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓練時間

に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。 

   なお、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること(管理監督者コ

ースの訓練を除く。)。 

実技の科目については、同時双方向オンラインによって行うことができること(管理

監督者コースの訓練を除く。)。 

   規則別表第 4(以下単に「別表第 4」という。)に定める訓練における通信制訓練につ

いては３（９）に定めるところにより、技能士コースの訓練における通信制訓練につい

ては４（11）に定めるところにより、添削指導及び面接指導を行うこと。また、これら

以外の訓練における通信制訓練については、添削指導を 2回以上(面接指導を 3時間以

上行う場合にあっては、1回以上)行うこと。 

   また、通信の方法により行う通信制訓練以外の訓練の場合には、同時双方向オンラ

インによるものであること。この場合、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指

導、面接指導等による時間を含む。）を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   6 月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等により

これにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。 

(５) 訓練時間 

   総訓練時間が 12時間以上であること(管理監督者コースの訓練を除く。)。 

   この場合の訓練時間の算定方法は、50分を 1時間として算定して差し支えないこと。 

(６) 設備 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであ

ること。 

(７) その他 

   訓練科名は、別表第 3 から別表第 5 までに定めるところによる訓練以外の訓練にあ

っては、訓練の内容を適切に表した訓練科の名称を定めること。 

   したがって、当該訓練科の名称は、原則として、別表第 3 から別表第 5 までの訓練

科の欄に定める訓練科の名称とは異なるものとすること。 

 

２ 管理監督者コースの訓練の訓練基準 

 管理監督者コースの訓練については、1に定めるもののほか、別表第 3に定めるところ

により行うものを標準とすること。 

 具体的には、1に定めるもののほか、次によること。 

(１) 訓練の対象者 

   訓練の対象者は、企業における部長、課長、係長、職長、組長等の管理又は監督の職
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務に従事しようとする者又は従事している者であること。 

(２) 教科 

   別表第 3の教科の欄に定めるとおりであること。 

   なお、教科の科目の細目については、第 1 科、第 2 科、第 3 科及び第 4 科について

は、「監督者訓練(TWI)方式」により、第 5科については「訓練計画の進め方訓練(PDI)

方式」により、第 6科については「問題解決の仕方訓練(PST)方式」によりそれぞれ定

められているとおりとすること。 

(３) 訓練時間 

   別表第 3の訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

   この場合の訓練時間の算定方法は、60分を 1時間として算定すること。 

(４) 設備 

   訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室とすること。 

(５) 訓練生の数 

   訓練を行う 1単位の訓練生の数は、訓練科ごとに 7人以上 10人以下とすること。 

(６) 職業訓練指導員 

   管理監督者コースの訓練を担当する職業訓練指導員は、監督者訓練員等特別な訓練

を受けたものとすること。 

 

３ 別表第 4に定める訓練科に係る訓練の訓練基準 

 別表第 4に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定める

ところにより行われるものを標準とすること。 

 具体的には、1に定めるもののほか、次によること。 

(１) 教科 

   訓練科ごとの教科の科目は、別表第 4の教科の欄に定める科目とすること。 

   なお、別表第 4 に示す訓練科については、安全衛生等の資格取得に関連するものに

限って定めたものであり、別に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしい

教科の内容となるようにすること。 

(２) 訓練の実施方法 

   通信の方法によって行う場合は、(9)に定めるところにより添削指導及び面接指導を

行うこと。 

(３) 訓練期間 

イ 訓練科ごとの訓練期間は、別表第 4 の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおり

とすること。 

ロ イの訓練期間は延長して訓練を実施することができるが、これを延長した場合で

あっても 1年を超えることはできないこと。 

(４) 訓練時間 

イ 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第 4

の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

ロ 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、別表第 4 の訓練期間及び訓練時間の

欄に定める学科の訓練時間の 20パーセントに相当する時間とすること。加えて、別
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表第 4の訓練期間及び訓練時間の欄に定める実技の訓練時間については、集合訓練、

個別指導、面接指導等のための最低限の訓練時間を、20 パーセントに相当する時間

とすること。 

(５) 設備 

   訓練科ごとの必要な設備は、別表第 4の設備の欄に定めるとおりとすること。 

(６) 訓練生の数 

   訓練を行う一単位につき 50人以下とすること。 

(７) 職業訓練指導員 

   職業訓練指導員の数は、訓練科ごとに訓練を行う 1 単位の訓練生につき 3 人(30 人

を超える訓練生を 1 単位とする場合には、4 人)を標準とし、訓練生の数、訓練の実施

に伴う危険の程度又は指導の難易に応じて増減した数とすること。 

   別表第 4 に定める訓練科に係る訓練のほか、従来の職業転換課程に相当する訓練に

おける職業訓練指導員の数についても同様とすること。 

(８) 試験 

   訓練の修了時に行うこと。 

(９) 添削指導及び面接指導 

   別表第 4 に定める訓練科に係る訓練の通信制訓練における添削指導及び面接指導は

次により行うこと。 

イ 添削指導 

  添削指導は、質疑応答の回数を除き、2回以上行うこと。 

(イ) 設問解答 

   添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科

目ごとに、2問以上とすること。 

   当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものと

し、当該解答の提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促

すること。 

(ロ) 添削指導 

   提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。 

(ハ) 質疑応答 

   教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるととも

に、提出のあった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。 

ロ 面接指導 

  面接指導は、訓練期間中に 1 回以上行うこと。また、所定の添削指導を終了した

ときには面接指導を行うこと。 

  面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点等に

ついて指導すること。 

  所定の添削指導の終了前及び終了後に行う面接指導の標準の訓練時間は、次の表

のとおりとすること。なお、同表中の通常訓練時間とは、通信の方法以外の方法によ

り行った科目の訓練時間を合計した時間をいうこと。 

学科のすべての科目を通 別表第 4 の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の
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信の方法により行う場合 訓練時間の 20パーセントに相当する時間以上 

学科の一部の科目を通信

の方法により行う場合 

別表第 4 の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の

訓練時間から学科に係る通常訓練時間を差し引いた残

りの時間の 20 パーセントに相当する時間(当該時間が

3時間より少ない場合は、3時間)以上 

 

４ 技能士コースの訓練の訓練基準 

 技能士コースの訓練は、それぞれ別表第 5 第 1 号から第 3 号までに定める一級技能士

コースの訓練の基準、二級技能士コースの訓練の基準及び単一等級技能士コースの訓練

の基準によること。 

(１) 訓練の対象者 

イ 各コースに応じて、次のとおりとすること。 

(イ) 一級技能士コース 

   訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業

訓練を修了した者若しくは二級の技能検定に合格した者であって、その後相当程

度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を

有すると認められる者であること。 

(ロ) 二級技能士コース 

   訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業

訓練を修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれ

と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。 

(ハ) 単一等級技能士コース 

   訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業

訓練を修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれ

と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。 

ロ イの(イ)、(ロ)及び(ハ)の場合における「相当程度の実務の経験を有するもの」と

は、当該訓練コース及び訓練科に関し、当該訓練の修了時において、規則第 64条の

2、第 64条の 3、又は第 64条の 6に定める資格を有する者であること。 

(２) 教科 

   訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目は、各コースに応じて別表第 5 第

1号から第 3号までの各表の各訓練科の教科の欄に定めるとおりとすること。 

   なお、必要に応じ、同表に定められた教科以外の科目又は実習を追加することがで

きるが、この場合においては、その科目又は実習に必要な訓練時間を(5)の総訓練時間

に追加しなければならないこと。 

(３) 訓練の実施方法 

   通信の方法によっても行うことができること。この場合には、(11)に定めるところ

により、添削指導及び面接指導を行うこと。 

(４) 訓練期間 

   通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、1 月以上 6 月以下の

期間内において定めることとし、通信制訓練の訓練時間は、おおむね 1年とする。 
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(５) 訓練時間 

   通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間及び通信制訓練について

最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、各コースに応じて別表第 5 第 1 号か

ら第 3 号までの各表のそれぞれ訓練時間及び面接指導時間の欄に定めるとおりとする

こと。 

(６) 設備 

   最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚

訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。 

(７) 訓練生の数 

   訓練科ごとに 10 人以上 50 人以下を、通信制訓練における面接指導は、訓練科ごと

に 30人以下を標準とすること。 

(８) 訓練用教科書 

   全国的に訓練内容の水準を同一のものに維持するため、厚生労働大臣が認定した一

級技能士コース、二級技能士コース又は単一等級技能士コース用の教科書(指導書を含

む。)が出版されている場合は、原則として当該教科書を使用すること。 

   また、厚生労働大臣の認定に係る教科書を使用しない場合においても、これらの教

科書と同程度の水準の教科書を使用すること。 

(９) 職業訓練指導員 

   当該訓練科の教科の科目について詳細で、かつ、実務に即した知識を有するととも

に、その内容について的確に指導できる者でなければならないこと。 

(10) 試験 

イ 試験は、訓練の修了時に行うこと。 

ロ 試験の水準は、熟練技能労働者として通常要求される作業方法、能率の維持等に関

する必要な知識を有するか否かを判定できる水準において行うとともに、本訓練コ

ースの修了者は、規則第 65条第 2項、第 65条第 3項及び第 65条第 6項に定めると

ころにより、各訓練コース及び訓練科に相当する技能検定において学科試験が免除

されるところから、各訓練コース及び訓練科に相当する技能検定の学科試験と同程

度の水準とすること。 

ハ 全国的に同一の試験水準を維持するため、厚生労働省において各訓練コース及び

訓練科について基準問題を作成すること。 

ニ 訓練の実施主体は、厚生労働省が作成した基準問題に準じた試験問題を 100 問程

度作成し、採点、配点及び合否判定の基準等を定めておくこと。 

  試験問題は、採点者の主観により採点が左右されないよう十分配慮されたもので

なければならないこと。 

ホ 認定職業訓練の実施主体は、試験を行おうとする日の 20日前までに試験問題、合

否判定の基準、実施年月日及び実施場所について、当該訓練に係る認定を受けた都道

府県知事あて届け出ること。 

  都道府県知事は届け出された試験問題等についての適否を検討し、その結果を試

験実施予定日の 7日前までに当該届出をした者に通知すること。 

へ 訓練の実施主体は、厳正な試験を行い、適正、かつ、公平に採点すること。 
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(11) 添削指導及び面接指導 

   各技能士コースの通信制による訓練における添削指導及び面接指導は、次により行

うこと。 

イ 添削指導 

(イ) 設問解答 

   添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科

目ごとに、2問以上とすること。 

   当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものと

し、当該解答の提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促

すること。 

(ロ) 添削指導 

   提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。 

(ハ) 質疑応答 

   教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるととも

に、提出のあった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。 

ロ 面接指導 

(イ) 対象者 

   面接指導は、すべての教科の科目について添削指導を終了した者に対して行う

こと。 

(ロ) 内容 

   面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点、

受講者から提出された疑問点等について指導、質疑応答等を行うこと。 

ハ 試験 

  修了時の試験は、面接指導の最終日に行うこと。 

 

５ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 短期課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 短期課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及

びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、

その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施す

る職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することが

できること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、短期課

程の普通職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得

していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の短期課

程の普通職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目

と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、

重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の

内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 
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ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設におい

て学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学

科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた

学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する

職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することがで

きること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 

  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、

単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者」とは、その者の

実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知

識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面

接の実施等により判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 

イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限
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ること。 

ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断

すること。 

 

６ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる

場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場

合にも、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ロ 管理監督者コースの訓練以外の訓練において、訓練生が疾病その他やむを得ない

事由により所定の訓練の一部を受けていない場合については、当該訓練生の受けた

訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮した場合においては、その短縮した

訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらかじめ定めた学科及び実技の訓練時間

のそれぞれ 80パーセントに相当する時間(当該時間が 12時間より少ない場合は、12

時間。また、通信制訓練の場合にあっては、所定の添削指導を終了し、かつ、面接指

導時間を含む訓練時間の 80パーセントに相当する時間。)以上で、かつ、当該訓練生

の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる場合、訓

練を修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず、

修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 

  また、技能士コースの訓練においては、試験で合格基準に達した者を修了させるこ

と。なお、次により再指導等を実施し合格基準に達した者を修了させて差し支えない

こと。 

(イ) 通信制以外の訓練の修了時の試験において合格基準に達しない者に対して、修

了時の試験の得点等を考慮して必要な教科について補講を最低 12 時間以上行い、

再指導後、4の(10)に準じて、速やかに修了時の試験の追試験を行うこと。 

(ロ) 通信制訓練の訓練において、面接指導通知を受けた者のうち面接指導を終了し

ていない者及び修了時の試験において合格基準に達しない者に対して、修了時の

試験の得点等を考慮して必要な教科について、面接指導終了後 6 月以内に再指導

を行い、再指導後、4の(11)のハ及び(10)に準じて、速やかに面接指導及び修了時

の試験の追試験を行うこと。 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)

を交付するよう努めること。 

ハ 技能士コースの修了に際して、都道府県知事は、認定職業訓練を行うもの又は当該

訓練の修了者の申請に基づき、当該訓練を適格に修了した旨の証明を修了証書に
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行うことができる。 

 

第３ 専門課程の高度職業訓練の運用方針 

１ 専門課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準 

 専門課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準は、次のとおりとする。 

(１) 訓練の対象者 

   高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であること。 

   「高等学校卒業者」は、新規に高等学校を卒業した者に限るものではなく、既卒者を

含むものである。また、「これと同等以上の学力を有すると認められる者」には、中学

校卒業者等を対象とする普通課程を修了した者、外国において高等学校の課程に相当

する課程を修了した者、昭和 23年文部省告示第 47号第 21号の規定による専修学校の

高等課程の修業年限 3 年以上の課程を修了した者、大学入学資格検定規程(昭和 26 年

文部省令第 13 号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、高等学

校卒業者と同等以上の技能習得能力を有すると認められる者等が含まれるものである

こと。 

   なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場

合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に

関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、

公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要

件に基づいて定めるものとすること。 

(２) 教科 

イ その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及び

これに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関す

る知識を習得させるために適切と認められるものであること。 

ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれ

に関する知識の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地

としての技能及びこれに関する知識の水準に到達させるものであること。 

ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。 

ニ 学科の科目について、人文科学、社会科学又は自然科学に係る科目、外国語、体育

等の普通学科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(規則別表第 6(以下単に

「別表第 6」という。)に定めるところによる訓練を行う場合にあっては、系基礎学

科及び専攻学科。以下(2)において同じ。)と区分して行うこと。 

ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定するこ

ととするが、訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動やコミュニケーション

能力等職業人としての素養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努める

こと。 

  また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科と

して行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具

体的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、

キャリア・コンサルティング時間が予め定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓



- 20 - 

練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。 

  なお、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。 

へ 専門学科は、実技の習得に必要な知識及び創造的な能力、管理的な能力等の基礎と

なる知識を付与するものであって、原則として安全衛生の科目を含むものであるこ

と。 

  専門学科の科目の内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に

応じて決定すべきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離し

て行われることのないよう留意すること。 

  また、専門学科の訓練時間は、おおむね 900時間以上とすること。 

ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、また、実技の訓練時

間は、総訓練時間の 30パーセントに相当する時間以上とすること。 

  なお、実技の科目の実施に当たっては、インターンシップの活用を含め、実際の現

場での実習を設定するよう努めること。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。 

実技の科目については、同時双方向オンラインによって行うことができること。 

   通信の方法によって行う場合には、同時双方向オンラインによるものであること。

また、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指導、面接指導等による時間を含む。）

を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練

の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年を超えない範囲内で当該期間を延長

することができること。 

   ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等に

よりこれにより難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容に

ついて、広い範囲若しくは特に高度な内容若しくは高い習熟の程度を必要とする場合

その他これらに準ずる場合とする。 

(５) 訓練時間 

   1年につきおおむね 1,400時間であり、かつ、総訓練時間が 2,800時間以上であるこ

と。 

   この場合の訓練時間の算定方法は、50 分間(休憩時間を除く。)を 1 時間として算定

して差し支えないこと。 

(６) 設備 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとす

ること。 

(７) 訓練生の数 

   訓練を行う 1単位につき 40人以下とすること。 

(８) 職業訓練指導員 

   職業訓練指導員の数は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易

に応じた適切な数であること。 
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   また、教科の科目の編成、教科の指導方法の決定その他訓練の実施のために必要な

指導調整に関する業務を担当するため、原則として訓練科ごとに、当該職業訓練指導員

のうち 1名以上は以下のいずれかに該当する者を配置すること。 

イ 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)

を有する者若しくは応用研究課程若しくは研究課程の職業訓練指導員訓練を修了し

た者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指

導することができる能力を有すると認められるもの 

ロ 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しく

は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を

有する者 

ハ 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しく

は職業能力開発短期大学校において、助教授若しくは専任講師又はこれに相当する

職員としての経歴を有する者で、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導する

ことができる能力を有すると認められるもの 

ニ 研究所、試験所等に 10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関

し適切に指導することができる能力を有すると認められる者 

ホ 別に定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技

能又は専門的な知識を有すると認められるもの 

(９) 試験 

   教科の科目ごとに、訓練期間 1年以内ごとに 1回行うこと。 

   なお、普通学科の科目については省略することができるものとする。 

(10) その他 

   訓練科名は、別表第 6 に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内

容を適切に表した訓練科の名称を定めること。 

   したがって、当該訓練科の名称は、別表第 6 の訓練科の欄に定める訓練科の名称と

は異なるものとすること。 

 

２ 別表第 6に定める訓練科に係る訓練の訓練基準 

 別表第 6に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定める

ところにより行われるものを標準とすること。 

 具体的には、1に定めるもののほか、次によること。 

(１) 教科 

イ 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低限

必要とする科目は、別表第 6の教科の欄に定める科目とすること。 

ロ イに定める科目のほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加す

ることができること。 

ハ 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別

に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科

目を定めること。 

(２) 訓練期間 



- 22 - 

イ 訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第 6 の訓練期間及び訓練時間の欄に定め

るとおりとすること。 

ロ イに定める訓練期間は、1年を超えて延長することはできないこと。 

(３) 訓練時間 

   訓練科ごとの最低限の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第 6 の訓練期

間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

(４) 設備 

   訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第 6 の設備の欄に定めるとおりとする

こと。 

   公共職業能力開発施設の設備は、別に定める訓練科ごとの設備の細目を標準として、

地域業界のニーズ等に応じたものを整備すること。 

 

３ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 普通課程の普通職業訓練等を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で、相当

程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行

う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じ

て、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮す

ることができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課

程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能

及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、普通課程の普通

職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が

実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応

して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により

履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判

断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 専門課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 専門課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及

びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、

その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施す

る職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することが

できること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、専門課

程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得

していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の専門課
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程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目

と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、

重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の

内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設におい

て学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学

科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた

学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する

職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することがで

きること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 

  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、

単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者

の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する

知識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面

接の実施等により判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(５) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 
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イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限

ること。 

ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断

すること。 

 

４ 技能照査 

 別に定めるところにより、技能照査を実施すること。 

 

５ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 試験の結果その他の評価により訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程

度が修了に値すると認められる場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場

合にも、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ロ 訓練生が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場

合については、当該訓練生の受けた訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮

した場合においては、その短縮した訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらか

じめ定めた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 80パーセントに相当する時間以上で、

かつ、試験の結果、当該訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に

値すると認められる場合、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず

修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)を

交付するよう努めること。 

 

第４ 専門短期課程の高度職業訓練の運用方針 

１ 専門短期課程の高度職業訓練の訓練基準 

 専門短期課程の高度職業訓練の訓練基準は、次のとおりとする。 

(１) 訓練の対象者 

   職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識

を習得しようとする者であること。 

   これには、高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識の

習得を目的としている在職者等が対象となりうるものであること。このため、訓練の実
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施曜日、時間帯等について、訓練の対象者に十分に配慮した実施方法をとるよう留意す

ること。 

   なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場

合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に

関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、

公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要

件に基づいて定めるものとすること。 

(２) 教科 

   その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに

関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。 

実技の科目については、同時双方向オンラインによって行うことができること。 

   通信制訓練の場合には、必要に応じて添削指導、面接指導を行うこと。ただし、添削

指導については、2回以上(面接指導を 3時間以上行う場合にあっては、1回以上)行う

こと。 

   また、通信の方法により行う通信制訓練以外の訓練の場合には、同時双方向オンラ

インによるものであること。この場合、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指

導、面接指導等による時間を含む。）を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   6 月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等により

これにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。 

(５) 訓練時間 

   総訓練時間が 12時間以上であること。 

   この場合の訓練時間の算定方法は、50分を 1時間として算定して差し支えないこと。 

(６) 設備 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであ

ること。 

(７) 職業訓練指導員 

   訓練に係る教科につき、高度の技能又は知識を有し、教育訓練に関し、適切に指導

することができる能力を有すると認められる者であること。 

 

２ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 専門短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施

方法 

イ 専門短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技

能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合

には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、

実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮する

ことができること。 
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ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、専門短

期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分

習得していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の専門短

期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の

科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であ

り、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等

の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設におい

て学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学

科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた

学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する

職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することがで

きること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 

  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、

単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者

の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する

知識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書の確認、面接
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の実施等により判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 

イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限

ること。 

ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断

すること。 

 

３ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる

場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認めた場合に

も、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ロ 訓練生が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場

合については、当該訓練生の受けた訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮

した場合においては、その短縮した訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらか

じめ定めた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 80 パーセントに相当する時間(通信

制訓練の場合にあっては、所定の添削指導を終了し、かつ、面接指導時間を含む訓練

時間の 80パーセントに相当する時間。)以上で、かつ、試験の結果、当該訓練生の保

有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる場合、訓練を

修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず、

修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)を

交付するよう努めること。 

 

第５ 応用課程の高度職業訓練の運用方針 

１ 応用課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準 

 応用課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準は、次のとおりとする。 

(１) 訓練の対象者 

   専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する
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知識を有すると認められる者であること。 

   「専門課程の高度職業訓練を修了した者」は、新規に同課程を修了した者に限るも

のではなく、既に修了している者も含むものである。 

   また、「これと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者」は、

学歴等により制限するものではなく、試験の実施等により専門課程の高度職業訓練修

了者と同等以上の技能、知識を有すると認められれば足りるものである。具体的には、

工科系の大学、短期大学若しくは高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程を修了し

た者等のほか、これらの学歴を有さない者であっても、実務の経験等により専門課程の

高度職業訓練修了者と同等以上の技能・知識を有すると認められるものを含むもので

あるので留意すること。 

   なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場

合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に

関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、

公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要

件に基づいて定めるものとすること。 

(２) 教科 

イ その科目が将来職業に必要な高度な技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関

する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を

習得させるために適切と認められるものであること。 

  なお、「将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する

知識」とは、専門的かつ応用的な職業能力を有する高度技能労働者となるために必要

な技能及びこれに関する知識であり、「基礎的な技能及びこれに関する知識」とは、

当該技能及びこれに関する知識のうち必要最低限習得させることが必要なものをい

う。 

ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれ

に関する知識の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地

としての技能及びこれに関する知識の水準に到達させるものであること。 

ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。 

ニ 学科の科目について、人文科学、社会科学又は自然科学に係る科目、外国語、体育

等の普通学科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(規則別表第 7(以下単に

「別表第 7」という。)に定めるところによる訓練を行う場合にあっては、専攻学科。

以下(2)において同じ。)と区分して行うこと。 

ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定するこ

ととするが、訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動及びコミュニケーショ

ン能力等職業人としての素養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努め

ること。 

  また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科と

して行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具

体的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、

キャリア・コンサルティング時間が予め定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓
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練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。 

  なお、普通学科の訓練時間は専門学科の訓練時間より少ない訓練時間数とするこ

と。 

  また、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。 

へ 専門学科は、応用的な高度の技能の習得に必要な応用的能力、問題解決能力、創造

的能力、管理能力等の基礎となる科目とし、原則として安全衛生の科目を含むもので

あること。 

  専門学科の科目については、特定の専門分野に特化するだけではなく、実際のもの

づくりに則して、関連する専門分野についても幅広く複合した科目構成とすること

とし、その内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に応じて決定

すべきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離して行われる

ことのないよう留意すること。 

ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、実技の訓練時間は、

総訓練時間の 60パーセントに相当する時間以上とすること。 

  実技の科目の内容については、実際の現場に準じて、複数の専門分野が複合した課

題を設定し、訓練生の自主性を助長しつつ、グループによる仕事の進め方等を体験で

きるような方法をとること。この場合、インターンシップの活用も含め実際の現場で

の実習を設定するよう努め、施設内で行う場合にあっては、専門の異なる訓練生で構

成されるグループで行うよう配慮すること。特に、同一系の訓練科が複数存在しない

場合には実際の現場での実習の実施について十分配慮すること。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。 

実技の科目については、同時双方向オンラインによって行うことができること。 

   通信の方法によって行う場合には、同時双方向オンラインによるものであること。

また、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指導、面接指導等による時間を含む。）

を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練

の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上 4年以下の期間内で当該訓練を

適切に行うことができると認められる期間とすることができる。 

   ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等に

よりこれにより難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容に

ついて、広い範囲若しくは特に高度で専門的かつ応用的な内容若しくは高い習熟の程

度を必要とする場合その他これらに準ずる場合又は夜間訓練等の場合をいうものであ

ること。 

(５) 訓練時間 

   1年につきおおむね 1,400時間であり、かつ、総訓練時間が 2,800時間以上であるこ

と。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね 700

時間とすることができる。 

   ここで、「訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、夜間訓練等の場合を
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いうものであり、これにより、1年当たりの訓練時間を短縮したときは、当該訓練時間

の短縮に応じて訓練期間を延長することにより、これらの最低限の総訓練時間数を満

たす必要があること。 

   なお、この場合の訓練時間の算定方法は、50 分間(休憩時間を除く。)を 1時間とし

て算定して差し支えないこと。 

(６) 設備 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとす

ること。 

(７) 訓練生の数 

   訓練を行う 1単位につき 40人以下とすること。 

(８) 職業訓練指導員 

   職業訓練指導員の数は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易

に応じた適切な数であること。 

   訓練内容が、実際のものづくりに則して、関連する専門分野を幅広く複合した構成

とすることから、それに適切に対応できるよう職業訓練指導員の構成を図ること。 

   また、教科の科目の編成、教科の指導方法の決定その他訓練の実施のために必要な

指導調整に関する業務を担当するため、原則として訓練科ごとに、当該職業訓練指導員

のうち 1名以上は以下のいずれかに該当する者を配置すること。 

イ 応用研究課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導す

ることができる能力を有すると認められるもの 

ロ 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当

する職員としての経歴を有する者 

ハ 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相

当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導すること

ができる能力を有すると認められるもの 

ニ 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者若

しくは研究課程の指導員訓練を修了した者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる

者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められ

るもの 

ホ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し

適切に指導することができる能力を有すると認められる者 

へ 別に定める職業訓練施設において指導の経験を有するものであって、特に優れた

技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 

(９) 試験 

   教科の科目ごとに、訓練期間 1年以内ごとに 1回行うこと。 

   なお、普通学科の科目については省略することができるものとする。 

(10) その他 

   訓練科名は、別表第 7 に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内

容を適切に表した訓練科の名称を定めること。 

   したがって、当該訓練科の名称は、別表第 7 の訓練科の欄に定める訓練科の名称と
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は異なるものとすること。 

 

２ 別表第 7に定める訓練科に係る訓練の訓練基準 

 別表第 7に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定める

ところにより行われるものを標準とすること。 

 具体的には、1に定めるもののほか、次によること。 

(１) 教科 

イ 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低限

必要とする科目は、別表第 7の教科の欄に定める科目とすること。 

ロ イに定める科目のほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加す

ることができること。 

ハ 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別

に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科

目を定めること。 

(２) 訓練期間 

イ 訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第 7 の訓練期間及び訓練時間の欄に定め

るとおりとすること。 

ロ イに定める訓練期間は、2年を超えて延長することはできないこと。 

(３) 訓練時間 

   訓練科ごとの最低限の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第 7 の訓練期

間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。 

(４) 設備 

   訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第 7 の設備の欄に定めるとおりとする

こと。 

   公共職業能力開発施設の設備は、別に定める訓練科ごとの設備の細目を標準として、

地域業界のニーズ等に応じたものを整備すること。 

 

３ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 普通課程の普通職業訓練等を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高

度職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認め

られるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科

目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並び

に訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課

程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓

練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認め

られる者をいう。 

ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、普通課程の普通

職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練におい
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て、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認めら

れる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、

その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、

面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 応用課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法 

イ 応用課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及

びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、

その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施す

る職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することが

できること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、応用課

程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得

していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の応用課

程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目

と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、

重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の

内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設におい

て学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学

科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた

学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する

職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することがで

きること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 

  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、

単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 
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ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者

の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する

知識を十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面

接の実施等により判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(５) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 

イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限

ること。 

ロ この場合、「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等

により判断すること。 

 

４ 技能照査 

 別に定めるところにより、技能照査を実施すること。 

 

５ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 試験の結果その他の評価により訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程

度が修了に値すると認められる場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められる場

合、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ロ 訓練生が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場

合については、当該訓練生の受けた訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮

した場合においては、その短縮した訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらか

じめ定めた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 80パーセントに相当する時間以上で、

かつ、試験の結果、当該訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に

値すると認められる場合、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず、
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修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)を

交付するよう努めること。 

 

第６ 応用短期課程の高度職業訓練の運用方針 

１ 応用短期課程の高度職業訓練の訓練基準 

 応用短期課程の高度職業訓練の訓練基準は、次のとおりとする。 

(１) 訓練の対象者 

   職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得し

ようとする者であること。 

   これには、高度の技能で専門的かつ応用的な技能及びこれに関する知識の習得を目

的としている在職者等が対象となりうるものであること。このため、訓練の実施曜日、

時間帯等について、訓練の対象者に十分に配慮した実施方法をとるよう留意すること。 

   なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場

合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に

関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、

公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要

件に基づいて定めるものとすること。 

(２) 教科 

   その科目が、職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する

知識を習得させるために適切と認められるものであること。 

   なお、事業主等のニーズに応じた課題訓練により、応用的能力、問題解決能力、創造

的能力、管理能力等を習得させるのにふさわしい内容とすること。 

(３) 訓練の実施方法 

   学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。 

実技の科目については、同時双方向オンラインによって行うことができること。 

   通信の方法によって行う場合には、同時双方向オンラインによるものであること。

また、原則、通所による訓練時間（集合訓練、個別指導、面接指導等による時間を含む。）

を総訓練時間の 20パーセント以上確保すること。 

(４) 訓練期間 

   1年以下の適切な期間であること。 

(５) 訓練時間 

  総訓練時間が 60時間以上であること。 

   この場合の訓練時間の算定方法は、50 分間を 1 時間として算定して差し支えないこ

と。 

(６) 設備 



- 35 - 

   教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであ

ること。 

(７) 職業訓練指導員 

   訓練に係る教科につき、高度で専門的かつ応用的な技能又は知識を有し、教育訓練

に関し、適切に指導することができる能力を有すると認められる者であること。 

 

２ 編入等の場合における訓練の実施方法 

(１) 応用短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施

方法 

イ 応用短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技

能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合

には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、

実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮する

ことができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、別の応

用短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を

十分習得していると認められる者をいう。 

ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の応用短

期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の

科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であ

り、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等

の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(２) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法 

イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設におい

て学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学

科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた

学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する

職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することがで

きること。 

ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企

業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設

で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うも

のも含むものである。 

  また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものであ

る。 

ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科

の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するも

のに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、
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単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面

接等を実施することにより判断すること。 

ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断す

ることとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(３) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法 

イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めら

れるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓

練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を

省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。 

ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者

の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に関する内容を十分習得して

いると認められる者をいう。 

ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこ

れに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面

接の実施等により判断すること。 

  科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断すること

とし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。 

(４) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法 

イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変

更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、

変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができる

こと。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限

ること。 

ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断

すること。 

 

３ 修了 

(１) 修了の要件 

イ 訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる

場合に修了させること。 

  なお、所定の訓練以外に補講等を実施し、その結果、修了に値すると認められた場

合にも、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ロ 訓練生が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場

合については、当該訓練生の受けた訓練時間(教科の科目を省略し、訓練時間を短縮

した場合においては、その短縮した訓練時間を含む。)が、教科編成においてあらか

じめ定めた学科及び実技の訓練時間のそれぞれ 80パーセントに相当する時間以上で、

かつ、訓練の結果、当該訓練生の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に

値すると認められる場合、訓練を修了させて差し支えないこと。 

ハ 養成施設等の指定を受けている職業訓練施設にあっては、イ及びロにかかわらず、

修了の要件を当該指定の要件に適合するものとすること。 



- 37 - 

(２) 修了証書等 

イ 訓練を修了した者に対して修了証書(別紙 1 様式を参考として作成したもの)を交

付すること。 

ロ 修了証書の交付に当たっては、当該訓練生の受けた訓練の教科の科目及び科目ご

との訓練時間を記載した教科履修証明書(別紙 2 様式を参考として作成したもの)を

交付するよう努めること。  
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別紙１ 

第   号 

 

 

修  了  証  書 

 

 

 

氏  名 

生年月日 

 

 上の者は本校において職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)の規定に

よる次の職業訓練を修了したことを証する 

 

 

 

職業訓練の種類 

 

訓 練 課 程 

 

訓練科の名称  

(職業能力開発促進法施行規則別表第  によるもの) 

 

総 訓 練 時 間 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

職業訓練施設の名称            

当該施設の長の氏名          印 

 

 

(注)用紙は、日本工業規格 A列 4番とすること。  
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＜記載上の注意事項＞ 

 

１ 通信制訓練において、通信の方法により訓練を行った場合にあっては、総訓練時間の欄

に、当該通信の方法により行った科目の面接指導時間の合計を「面接指導時間  時間」と

記載し、通信の方法以外の方法により行った科目がある場合は、当該科目の訓練時間の合

計を「訓練時間  時間」と併せて記載すること。 

  なお、すべての科目を添削指導のみにより行った場合にあっては、総訓練時間の欄に、

その旨記載すること。 

 

２ 普通課程、短期課程(管理監督者コースの訓練及び技能士コースの訓練を除く。)、専門

課程及び応用課程に関し、それぞれ職業能力開発促進法施行規則別表第 2、第 4、第 6又は

第 7 に基づいて訓練を行った場合にあっては、訓練科の名称の欄の( )内に、その旨記載

すること。 

 

３ 管理監督者コースの訓練又は技能士コースの訓練を行った場合にあっては、訓練課程の

欄にその旨記載するとともに、訓練科の名称の欄の( )内に、職業能力開発促進法施行規

則別表第 3又は第 5第 1号から第 3号までによる旨記載すること。 
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別紙２ 

 

教 科 履 修 証 明 書 

 

氏  名 

 

 上の者は本校の  課程       科において次の表の教科の科目及び

訓練時間の訓練を受けたことを証明する 

 

教科の科目 訓練時間 教科の科目 訓練時間 

    

    

    

    

    

    

 

 

令和  年  月  日 

 

 

職業訓練施設の名称            

当該施設の長の氏名          印 

 

 

(注)用紙は、日本工業規格 A列 4番とすること。 


